
一般国道２５３号 十日町橋 特殊車両通行規制のお知らせ 

一般国道２５３号 十日町橋におきまして、劣化が進んでいることから、特殊

車両の通行を次のとおり規制します。 

１ 規 制 場 所：新潟県十日町市小泉地内（交差点番号#5538550050～#5538550046） 

２ 規 制 期 間：令和元年７月５日から当面の間 

３ 通過制限車両：車両総重量２０ｔを超える車両 

４ 規 制 理 由：劣化進行のため 

【規制箇所位置図】 

車両の通行に関する問い合わせ先 

新潟県十日町地域振興局地域整備部 

庶務課行政係 

電話：025-757-9482 




